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〇〇〇〇企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）
○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
規約変更理由書
この規約変更は、令和５年１２月２７日に「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」（令和５年厚生労働省令第１６５号）が公布されたことにより「「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（令和５年１２月２７日付事務連絡）が発出されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（業務概況の周知）

第〇条　 （第１項　略）
２　周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一　常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 

二　書面を加入者に交付する方法 

三　電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 

四　電子情報処理組織（送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものにより加入者に提供する方法

　イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

　ロ　送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
五　その他周知が確実に行われる方法 
３　（略）

　附　則
この規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。

	（業務概況の周知）

第〇条　 （第１項　略）
２　周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一　常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 

二　書面を加入者に交付する方法 
三　磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
四　その他周知が確実に行われる方法
３　（略）



本資料の内容は、当社モデル規約に基づく変更例となります。





本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。


本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。
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規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。
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